
山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
六
号
　
　
令
和
五
年
六
月
十
五
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
八
七

山
梨
県
公
報

第
三
百
八
十
六
号

令
和
五
年六

月
十
五
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五

条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
額
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

三
八
七

○
土
地
収
用
事
業
の
認
定	

三
八
八

○
道
路
の
供
用
開
始	

三
八
九

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定	

三
八
九

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
の
全
部
解
除	

三
九
一

公

告

○
賃
貸
料
の
収
納
事
務
の
委
託	

三
九
一

○
換
地
処
分
の
実
施	

三
九
一

○
公
共
測
量
の
実
施	

三
九
二

選
挙
管
理
委
員
会

○
条
例
の
制
定
若
し
く
は
改
廃
の
請
求
又
は
監
査
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
権

を
有
す
る
者
の
一
定
数　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

三
九
二

○
県
議
会
の
解
散
の
請
求
又
は
知
事
等
若
し
く
は
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
等
の
委
員
の
解

職
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数　
　
　
　
　
　
　
　

	
三
九
二

○
県
議
会
の
議
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数	
三
九
二

教
育
委
員
会

○
令
和
六
年
度
山
梨
県
立
特
別
支
援
学
校
幼
稚
部
及
び
高
等
部
入
学
者
選
抜
の
基
本
事
項

に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

三
九
三

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
五
号

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
二
第
一

項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
額
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
六
月
十
五
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
二

第
一
項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
額
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
二
第
一

項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
額
（
平
成
十
六
年
山
梨
県
告
示
第
二
百

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

年
齢
階
層

最
低
限
度
額

最
高
限
度
額

二
十
歳
未
満

五
、
一
六
六
円

一
三
、
二
〇
七
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

　
　
　
　
　

五
、
六
九
一
円

一
三
、
二
〇
七
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

　
　
　
　
　

六
、
一
九
四
円

一
四
、
四
一
〇
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

　
　
　
　
　

六
、
五
七
四
円

一
七
、
〇
六
七
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

　
　
　
　
　

六
、
七
八
二
円

一
九
、
四
五
七
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

　
　
　
　
　

七
、
一
三
九
円

二
一
、
二
五
八
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

　
　
　
　
　

七
、
二
一
二
円

二
二
、
四
四
四
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

　
　
　
　
　

七
、
一
〇
九
円

二
四
、
六
二
五
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

　
　
　
　
　

六
、
六
九
八
円

二
四
、
八
六
三
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

　
　
　
　
　

五
、
六
五
一
円

二
一
、
二
四
五
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

　
　
　
　
　

三
、
九
八
〇
円

一
五
、
八
二
七
円

七
十
歳
以
上

　
　
　
　
　

三
、
九
八
〇
円

一
三
、
二
〇
七
円



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
六
号
　
　
令
和
五
年
六
月
十
五
日

三
八
八

る
。ま

た
、
起
業
者
は
、
本
件
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
令
和
五
年
度
以
降
、
予
算
措
置
を

講
ず
る
こ
と
を
確
約
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

3　

法
第
二
十
条
第
三
号
要
件

㈠　

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

　

起
業
者
は
、
山
梨
県
北
西
部
の
三
市
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
地
域
の
消
防
事
業
の
役
割
を
担
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
起
業
者
の
現
庁
舎
は
昭
和
四
十
六
年
三
月
に
完
成
以
降
、
施
設
の
老
朽
化

が
著
し
く
、
令
和
元
年
度
の
耐
震
診
断
に
お
い
て
、
震
度
六
以
上
の
地
震
で
倒
壊
又
は
崩
壊
す

る
危
険
性
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
早
期
の
改
善
と
更
新
が
必
要
な
状
況
に
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
須
玉
分
署
は
、
基
幹
消
防
署
で
あ
る
韮
崎
消
防
署
と
北
杜
消
防
署
の
中
間
に
位
置

し
、
活
動
範
囲
も
広
い
こ
と
か
ら
、
国
道
に
面
し
、
中
央
自
動
車
道
須
玉
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

に
近
い
場
所
に
移
転
す
る
こ
と
で
、
消
防
サ
ー
ビ
ス
に
隔
た
り
を
生
じ
さ
せ
ず
、
平
準
化
を
図

り
消
防
業
務
を
効
率
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
も
期
待
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
と

認
め
ら
れ
る
。

㈡　

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益

　

本
件
事
業
の
起
業
地
内
に
は
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る

法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
よ
り
、
起
業
者
が
保
護
の
た
め
特
別
の
措
置
を
講
ず

べ
き
動
植
物
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

　

ま
た
、
起
業
地
内
に
は
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
の
埋
蔵

文
化
財
包
蔵
地
が
存
在
す
る
が
、
既
に
発
掘
調
査
が
完
了
し
て
お
り
、
建
築
工
事
に
当
た
っ
て

は
、
文
化
財
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
手
続
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

㈢　

代
替
案
と
の
比
較

　

本
件
事
業
の
施
行
位
置
に
つ
い
て
は
、
取
得
可
能
な
面
積
、
消
防
各
署
所
の
配
置
状
況
、
周

辺
に
お
け
る
支
障
施
設
の
有
無
、
幹
線
道
路
と
の
接
道
状
況
な
ど
、
社
会
的
、
経
済
的
な
要
件

を
考
慮
し
選
定
さ
れ
た
三
案
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
た
結
果
、
本
件
事
業
の
起
業
地
が
、
こ
れ

ら
の
要
件
を
満
た
す
最
も
適
切
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

㈣　

比
較
衡
量

　

㈠
で
述
べ
た
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
㈡
で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡
量
し
た
結

果
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め

ら
れ
る
と
と
も
に
、
㈢
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
事
業
の
起
業
地
は
、
代
替
案
と
比
較
し
て
最

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

2　

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に

関
す
る
条
例
第
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
額
の

規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
及
び
同
日

以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の

期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業

補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
六
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
収
用
事
業
の
認
定
を
し
た
。

令
和
五
年
六
月
十
五
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

起
業
者
の
名
称　

峡
北
広
域
行
政
事
務
組
合

二　

事
業
の
種
類　

峡
北
広
域
行
政
事
務
組
合
韮
崎
消
防
署
須
玉
分
署
建
設
整
備
事
業

三　

起
業
地

1　

収
用
の
部
分　

山
梨
県
北
杜
市
須
玉
町
若
神
子
字
堰
下
西
地
内

2　

使
用
の
部
分　

な
し

四　

事
業
を
認
定
し
た
理
由

1　

法
第
二
十
条
第
一
号
要
件

峡
北
広
域
行
政
事
務
組
合
韮
崎
消
防
署
須
玉
分
署
建
設
整
備
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い

う
。
）
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
八
十
四
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
一
部
事
務
組
合
で
あ
る
峡
北
広
域
行
政
事
務
組
合
（
以
下
「
起
業
者
」
と

い
う
。
）
が
、
韮
崎
消
防
署
須
玉
分
署
庁
舎
（
以
下
「
本
件
施
設
」
と
い
う
。
）
を
整
備
す
る
事

業
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
三
条
第
三
十
一
号
に
掲
げ
る
「
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
庁
舎
そ

の
他
直
接
そ
の
事
務
又
は
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
」
に
関
す
る
事
業
に
該
当
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

2　

法
第
二
十
条
第
二
号
要
件

起
業
者
は
、
令
和
三
年
七
月
に
「
峡
北
消
防
本
部
消
防
署
所
適
正
配
置
計
画
」
（
以
下
「
配
置

計
画
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
本
件
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
そ
の
具
体
的
な
方
針
を
定
め
て
い

年
齢
階
層

最
低
限
度
額

最
高
限
度
額

二
十
歳
未
満

五
、
一
六
六
円

一
三
、
二
〇
七
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

　
　
　
　
　

五
、
六
九
一
円

一
三
、
二
〇
七
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

　
　
　
　
　

六
、
一
九
四
円

一
四
、
四
一
〇
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

　
　
　
　
　

六
、
五
七
四
円

一
七
、
〇
六
七
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

　
　
　
　
　

六
、
七
八
二
円

一
九
、
四
五
七
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

　
　
　
　
　

七
、
一
三
九
円

二
一
、
二
五
八
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

　
　
　
　
　

七
、
二
一
二
円

二
二
、
四
四
四
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

　
　
　
　
　

七
、
一
〇
九
円

二
四
、
六
二
五
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

　
　
　
　
　

六
、
六
九
八
円

二
四
、
八
六
三
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

　
　
　
　
　

五
、
六
五
一
円

二
一
、
二
四
五
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

　
　
　
　
　

三
、
九
八
〇
円

一
五
、
八
二
七
円

七
十
歳
以
上

　
　
　
　
　

三
、
九
八
〇
円

一
三
、
二
〇
七
円



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
六
号
　
　
令
和
五
年
六
月
十
五
日

三
八
九

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
、
同
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備

部
砂
防
課
及
び
中
北
建
設
事
務
所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
六
月
十
五
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

土
砂
災
害
警
戒
区
域

も
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
の
で
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

4　

法
第
二
十
条
第
四
号
要
件

㈠　

本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

　

起
業
者
は
、
「
配
置
計
画
」
に
お
い
て
、
令
和
五
年
度
の
建
設
及
び
移
転
を
予
定
し
て
い

る
。
ま
た
、
3
㈠
で
述
べ
た
よ
う
に
、
起
業
者
の
現
庁
舎
は
、
施
設
の
老
朽
化
等
か
ら
耐
震
診

断
に
お
い
て
震
度
六
以
上
の
地
震
で
倒
壊
又
は
崩
壊
す
る
危
険
性
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
て
い

る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

㈡　

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

　

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
近
年
建
設
し
た
消
防
署
の
規
模
等
、
類
似
す
る
他
の

事
例
を
参
考
に
面
積
を
算
出
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
用
又
は
使
用
の
範
囲
の
別
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
。

㈢　

収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
性

　

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の

で
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

5　

結
論

1
か
ら
4
ま
で
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判

断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
っ
て
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

五　

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所　

北
杜
市
役
所　

消
防
防
災
課

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
（
身
延
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
五
年
七
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
五
年
六
月
十
五
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

市
川
三
郷
富

士
川
線

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
駅
前
通
二
丁
目

字
沢
ノ
戸
九
番
四
地
先
か
ら

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
駅
前
通
二
丁
目

字
沢
ノ
戸
四
〇
三
九
番
二
地
先
ま
で

　
　

五
七
・
七

令
和
五
年
六

月
十
五
日

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

市
川
三
郷
富

士
川
線

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
駅
前
通
二
丁
目

字
沢
ノ
戸
九
番
四
地
先
か
ら

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
駅
前
通
二
丁
目

字
沢
ノ
戸
四
〇
三
九
番
二
地
先
ま
で

　
　

五
七
・
七

令
和
五
年
六

月
十
五
日

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒
区

域
の
名
称

自
然
現
象

の
種
類

区
域
の
表
示

指
定

事
項

指
定
告
示

南
ア
ル
プ

ス
市

山
寺
川

土
石
流

次
の
図
の
と

お
り
（
図
面

省
略
）

新
規

同

坂
額
沢

－

2

同

同

同

同

坂
額
沢

－

3

同

同

同

同

御
手
洗
川

－

3

同

同

同

同

御
手
洗
川

－

4

同

同

同

同

入
増
川

－

2

同

同

同

同

高
尾
沢

同

同

同

同

小
僧
田

急
傾
斜
の

崩
壊

同

同

同

東
向

同

同

同

同

あ
や
め
が
丘
3

同

同

同

同

あ
や
め
が
丘
4

同

同

同

同

あ
や
め
が
丘
5

同

同

同

同

牧
野

同

同

同

同

傳
嗣
院
原

同

同

同

同

清
水

同

同

同

同

横
沢
1

同

同

同

同

橫
沢
2

同

同

同

同

宮
本
Ⅲ

同

同

同

同

東
原

同

同

同

同

西
畑

同

同

同

同

南
条

同

同

同

同

北
新
居
1

同

同

同

同

北
新
居
2

同

同

同

同

防
久
保

同

同

同

同

大
越

同

同

同

同

湯
本

同

同

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
六
号
　
　
令
和
五
年
六
月
十
五
日

三
九
〇

二　

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒
区

域
の
名
称

自
然
現
象

の
種
類

区
域
の
表
示

指
定

事
項

指
定
告
示

南
ア
ル
プ

ス
市

山
寺
川

土
石
流

次
の
図
の
と

お
り
（
図
面

省
略
）

新
規

同

坂
額
沢

－

2

同

同

同

同

坂
額
沢

－

3

同

同

同

同

御
手
洗
川

－

3

同

同

同

同

御
手
洗
川

－

4

同

同

同

同

入
増
川

－

2

同

同

同

同

高
尾
沢

同

同

同

同

小
僧
田

急
傾
斜
の

崩
壊

同

同

同

東
向

同

同

同

同

あ
や
め
が
丘
3

同

同

同

同

あ
や
め
が
丘
4

同

同

同

同

あ
や
め
が
丘
5

同

同

同

同

牧
野

同

同

同

同

傳
嗣
院
原

同

同

同

同

清
水

同

同

同

同

横
沢
1

同

同

同

同

橫
沢
2

同

同

同

同

宮
本
Ⅲ

同

同

同

同

東
原

同

同

同

同

西
畑

同

同

同

同

南
条

同

同

同

同

北
新
居
1

同

同

同

同

北
新
居
2

同

同

同

同

防
久
保

同

同

同

同

大
越

同

同

同

同

湯
本

同

同

同

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒
区

域
の
名
称

自
然
現
象

の
種
類

区
域
の
表
示

指
定

事
項

指
定
告
示

南
ア
ル
プ

ス
市

山
寺
川

土
石
流

次
の
図
の
と

お
り
（
図
面

省
略
）

新
規

同

坂
額
沢

－

2

同

同

同

同

坂
額
沢

－

3

同

同

同

同

御
手
洗
川

－

3

同

同

同

同

御
手
洗
川

－

4

同

同

同

同

入
増
川

－

2

同

同

同

同

高
尾
沢

同

同

同

同

小
僧
田

急
傾
斜
の

崩
壊

同

同

同

東
向

同

同

同

同

あ
や
め
が
丘
3

同

同

同

同

あ
や
め
が
丘
4

同

同

同

同

あ
や
め
が
丘
5

同

同

同

同

牧
野

同

同

同

同

傳
嗣
院
原

同

同

同

同

清
水

同

同

同

同

横
沢
1

同

同

同

同

橫
沢
2

同

同

同

同

宮
本
Ⅲ

同

同

同

同

東
原

同

同

同

同

西
畑

同

同

同

同

南
条

同

同

同

同

北
新
居
1

同

同

同

同

北
新
居
2

同

同

同

同

防
久
保

同

同

同

同

大
越

同

同

同

同

湯
本

同

同

同

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警

戒
区
域
の
名
称

自
然
現
象

の
種
類

区
域
の
表
示

及
び
衝
撃
に

関
す
る
事
項

指
定

事
項

指
定
告
示

南
ア
ル
プ

ス
市

山
寺
川

土
石
流

次
の
図
の
と

お
り
（
図
面

省
略
）

新
規

同

御
手
洗
川

－

3

同

同

同

同

御
手
洗
川

－

4

同

同

同

同

高
尾
沢

同

同

同

同

小
僧
田

急
傾
斜
の

崩
壊

同

同

同

東
向

同

同

同

同

あ
や
め
が
丘
3

同

同

同

同

あ
や
め
が
丘
4

同

同

同

同

あ
や
め
が
丘
5

同

同

同

同

牧
野

同

同

同

同

傳
嗣
院
原

同

同

同

同

清
水

同

同

同

同

横
沢
1

同

同

同

同

橫
沢
2

同

同

同

同

宮
本
Ⅲ

同

同

同

同

東
原

同

同

同

同

西
畑

同

同

同

同

南
条

同

同

同

同

北
新
居
1

同

同

同

同

北
新
居
2

同

同

同

同

防
久
保

同

同

同

同

大
越

同

同

同

同

湯
本

同

同

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
六
号
　
　
令
和
五
年
六
月
十
五
日

三
九
一

令
和
五
年
六
月
十
五
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警

戒
区
域
の
名
称

自
然
現
象

の
種
類

区
域
の
表
示

及
び
衝
撃
に

関
す
る
事
項

解
除

事
項

指
定
告
示

南
ア
ル
プ

ス
市

塩
沢
川

土
石
流

次
の
図
の
と

お
り
（
図
面

省
略
）

全
部

平
成
二
十
二
年
山
梨
県
告

示
第
九
十
四
号

同

桐
の
木
沢

同

同

全
部

平
成
二
十
二
年
山
梨
県
告

示
第
九
十
四
号

甲
斐
市

前
屋

－

1

急
傾
斜
地

の
崩
壊

同

一
部

平
成
二
十
九
年
山
梨
県
告

示
第
七
十
四
号

同

前
屋

－

2

同

同

一
部

平
成
二
十
九
年
山
梨
県
告

示
第
七
十
四
号

公　
　
　

告

◉　

賃
貸
料
の
収
納
事
務
の
委
託

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
賃
貸
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
五
年
六
月
十
五
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

委
託
の
相
手
方　

東
京
都
武
蔵
野
市
吉
祥
寺
北
町
四
丁
目
六
番
九
号　

株
式
会
社
ア
ン
ビ
シ
ョ
ン

ア
ク
ト

二　

委
託
に
係
る
賃
貸
料　

レ
ン
タ
ル
自
転
車
利
用
料

三　

委
託
の
期
間　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉　

換
地
処
分
の
実
施

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
指

定
を
解
除
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
中
北
建
設
事
務
所
（
峡
北
支

所
を
除
く
。
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警

戒
区
域
の
名
称

自
然
現
象

の
種
類

区
域
の
表
示

及
び
衝
撃
に

関
す
る
事
項

指
定

事
項

指
定
告
示

南
ア
ル
プ

ス
市

山
寺
川

土
石
流

次
の
図
の
と

お
り
（
図
面

省
略
）

新
規

同

御
手
洗
川

－

3

同

同

同

同

御
手
洗
川

－

4

同

同

同

同

高
尾
沢

同

同

同

同

小
僧
田

急
傾
斜
の

崩
壊

同

同

同

東
向

同

同

同

同

あ
や
め
が
丘
3

同

同

同

同

あ
や
め
が
丘
4

同

同

同

同

あ
や
め
が
丘
5

同

同

同

同

牧
野

同

同

同

同

傳
嗣
院
原

同

同

同

同

清
水

同

同

同

同

横
沢
1

同

同

同

同

橫
沢
2

同

同

同

同

宮
本
Ⅲ

同

同

同

同

東
原

同

同

同

同

西
畑

同

同

同

同

南
条

同

同

同

同

北
新
居
1

同

同

同

同

北
新
居
2

同

同

同

同

防
久
保

同

同

同

同

大
越

同

同

同

同

湯
本

同

同

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
六
号
　
　
令
和
五
年
六
月
十
五
日

三
九
二

て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合

算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
六
月
十
五
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

小　

宮　

山　
　
　
　

博

一
八
〇
、
二
七
二 

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
議
会

議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

令
和
五
年
六
月
十
五
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

小　

宮　

山　
　
　
　

博

選
挙
区
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
分
の
一
の
数

西
八
代
郡
・
南
巨
摩
郡　
　
　
　
　

一
三
、
八
九
六

中
巨
摩
郡　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
、
四
八
四

南
都
留
郡　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
、
九
一
〇

甲
府
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
一
、
四
〇
二

富
士
吉
田
市　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
三
、
三
九
一

都
留
市
・
西
桂
町　
　
　
　
　
　
　
　

九
、
四
二
七

山
梨
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
、
五
二
四

大
月
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
、
六
〇
五

韮
崎
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
、
〇
四
二

南
ア
ル
プ
ス
市　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
、
七
五
八

北
杜
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
三
、
二
九
四

甲
斐
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
、
九
六
六

笛
吹
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
八
、
九
五
六

上
野
原
市
・
北
都
留
郡　
　
　
　
　
　

六
、
七
九
二

甲
州
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
、
六
二
七

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
大
月
北
部
地
区
駒
宮
一
工
区
）
の
換
地
処
分
を
令
和
五
年
六
月
五

日
実
施
し
た
。

令
和
五
年
六
月
十
五
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

◉　

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
忍
野
村
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
十
五
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

測
量
の
種
類　

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
）

二　

測
量
の
地
域　

忍
野
村
全
域

三　

測
量
の
期
間　

令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

令
和
五
年
六
月
十
五
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

小　

宮　

山　
　
　
　

博

一
三
、
六
三
三

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及

び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の

三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え

る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
六
号
　
　
令
和
五
年
六
月
十
五
日

三
九
三

中
央
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
、
一
四
二

教
育
委
員
会

◉　

令
和
六
年
度
山
梨
県
立
特
別
支
援
学
校
幼
稚
部
及
び
高
等
部
入
学
者
選
抜
の
基
本
事
項
に
つ
い
て

令
和
六
年
度
山
梨
県
立
特
別
支
援
学
校
幼
稚
部
及
び
高
等
部
入
学
者
選
抜
の
基
本
事
項
を
次
の
と
お

り
定
め
る
。

令
和
五
年
六
月
十
五
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教 

育 

長　
　

降　
　

籏　
　

友　
　

宏



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
六
号
　
　
令
和
五
年
六
月
十
五
日

三
九
四



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
六
号
　
　
令
和
五
年
六
月
十
五
日

三
九
五



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
六
号
　
　
令
和
五
年
六
月
十
五
日

三
九
六



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
六
号
　
　
令
和
五
年
六
月
十
五
日

三
九
七



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
六
号
　
　
令
和
五
年
六
月
十
五
日

三
九
八



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
六
号
　
　
令
和
五
年
六
月
十
五
日

三
九
九



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
六
号
　
　
令
和
五
年
六
月
十
五
日

四
〇
〇


